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国
民
健
康
保
険
税
が

　
　
　
　
　
　

変
わ
り
ま
す

平成20年度の国保税の内訳

■40歳未満の方

■40歳～64歳の方

■65歳～74歳の方
･･･医療給付費分（基礎課税額）

･･･介護納付金分

･･･後期高齢者支援金等課税分

医療分

介護分

後期
支援分

かすみがうら市の国保税の税率表

所得割 世帯の所得に応じて計算 8.00% 0.85% 1.40%
資産割 世帯の資産に応じて計算 40.00% 6.00% 8.80%
均等割 世帯の加入者数に応じて計算 18,000 円 8,000 円 7,200 円
平等割 1世帯いくらと計算 20,000 円 5,000 円 6,200 円

※ 限度額は、医療分 47 万円、介護分 9万円、後期支援分 12 万円

後期高齢者医療保険料

■75歳以上の方

　

今
回
の
改
正
の
内
容
は
、　

20
年
３
月

末
に
全
戸
配
布
し
た
チ
ラ
シ「
国
民
健
康

保
険
税
の
税
率
改
正
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
」で
広
報
し
て
い
ま
す
が
、
よ
り
一
層

ご
理
解
い
た
だ
く
た
め
、
再
度
広
報
誌
で

お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

 

改
正
の
内
容

　

４
月
か
ら
の
長
寿
医
療
制
度（
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
）の
創
設
に
伴
い
、
そ
の

財
源
の
一
部
と
し
て
平
成
20
年
度
か
ら
は

国
民
健
康
保
険
税
の
中
に【
後
期
高
齢
者

支
援
金
等
課
税
分
】が
新
た
に
課
税
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
【
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
】
は
、

国
保
加
入
者
だ
け
で
な
く
社
会
保
険
な
ど

加
入
者
す
べ
て
の
方
が
負
担
す
る
も
の
で

す
。

　
【
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
】に
よ

り
国
保
税
の
ご
負
担
が
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
市
の
国
民
健
康
保
険
の
運
営

医療分 後期
支援分

追加

に
何
卒
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

 

改
正
に
よ
る
影
響

【
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
】が
新
た

に
課
税
さ
れ
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
な
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
世
帯
の
中
で
75
歳
に
到
達
し

て
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
し
た
方
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
の

国
保
税
額
が
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
、本
年
度
か
ら
は
国
保
税
の
中
に【
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
】が
新
た
に

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
国
保
税
額
が
増

額
に
な
り
、
前
年
度
と
比
べ
て
減
額
に
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

納
付
に
つ
い
て

　

普
通
徴
収
・
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

ど
ち
ら
の
場
合
も
、８
月
の
本
算
定
後（
年

間
納
税
額
の
本
決
定
後
）に
賦
課
さ
れ
ま

す
。普

通
徴
収
の
方
に
は
、
８
月
中
旬
以

降
に「
平
成
20
年
度 

国
民
健
康
保
険
税
納

税
通
知
書
」（
本
算
定
分
）を
、
特
別
徴
収

の
方
に
は
８
月
下
旬
に「
平
成
20
年
度 

国

民
健
康
保
険
税
額
決
定
通
知
書
兼
特
別
徴

収
開
始
通
知
書
」（
本
徴
収
分
）を
送
付
い

た
し
ま
す
。

医療分 介護分
後期
支援分

問い合せ先

国保年金課

☎内線1141・
1142

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）

の財源の一部として、平成 20年度か

ら【後期高齢者支援金等課税分】が新

たに課税されることになりました。

● 75歳未満 後期支援分　約4割
● 75歳以上 高齢者負担　約1割
● 国・県・市 公費負担　　約5割

後期高齢者医療はみなさんの
協力のもと成り立っています

後期高齢者医療制度の
財源内訳

国民健康保険税の減免制度
長寿医療制度（後期高齢者医療制度）ができたことに伴い、保険税が次のような場合に減免になります。

国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、
75歳未満の方が引き続き国民健康保険の場合

【例1】これまでどおり一定基準以下の所得の方は、国保税の軽減が引き続き受けられます。
　　　世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けられます。

【例2】世帯ごとの『平等割』が半額になります。
　　　 国民健康保険の被保険者が1人になる場合には、5年間、『平等割』が半額になります。

75歳以上の方が会社の健康保険などの被保険者から後期高齢者医療制度に移行することにより、
その扶養家族である被保険者の方で65～74歳の方が新たに国民健康保険に加入する場合

【例3】2年間、『所得割』『資産割』が免除され、『均等割』が半額となります。さらに被保険者が1人の
　　　場合には世帯ごとの『平等割』も半額になります。

●社会保険等被保険者資格喪失証明書などにより、
旧被扶養者の資格が確認できる場合は、資格取得
届をもって申請手続があったものとみなします。

医療分 介護分 後期
支援分

追加

医療分 後期
支援分

追加

税率は前年度と同じ 新たに課税

平等割

75
歳
以
上
の
方
が
加
入
す
る
医
療
制
度
を

支
え
る
た
め
に
、

75
歳
未
満
の
方
に
も
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、

保
険
料
に
支
援
分
が
加
算
さ
れ
ま
す

2

市が
国保税を算定

茨城県後期高齢者医療広域
連合が保険料を算定


